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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の音素から第２の音素まで連続的に変化する音声を合成するための調音パラメータ
を、前記第１及び第２の音素の音声合成のための既知の調音パラメータの間の補間によっ
て生成する際の補間用データを生成するための調音パラメータ補間用データ生成装置であ
って、
　連続する前記第１の音素及び前記第２の音素を含む入力音声信号から、前記第１の音素
から前記第２の音素までの所定のスペクトル変化率の推移を算出するための変化率算出手
段と、
　前記変化率を用いて前記補間用データを作成するための補間用データ作成手段とを含み
、
　前記変化率算出手段は、
　前記入力音声信号を所定時間ごとにフレーム化するためのフレーム化手段と、
　前記フレーム化手段によりフレーム化された音声信号からフレームごとに前記所定のス
ペクトル変化率を算出するためのスペクトル変化率算出手段とを含み、
　前記スペクトル変化率算出手段は、
　前記第１の音素から前記第２の音素までの前記音声信号から前記フレーム化手段により
フレーム化された音声信号のフレームの内、前記所定のスペクトル変化率の隣り合う極小
値を与える第１及び第２の二つのフレームと、当該二つのフレームの間に存在し、前記所
定のスペクトル変化率の極大値を与える第３のフレームとを含む複数のフレームを組合せ
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るためのフレーム組合せ手段と、
　前記フレーム組合せ手段により組合されたフレームの前記極大値と極小値とにより定め
られるガウス関数で前記所定のスペクトル変化率の推移を近似するための関数近似手段と
を含み、
　前記補間用データ作成手段は、
　前記関数近似手段により得られた前記ガウス関数の、前記第１のフレームから前記第２
のフレームまでを積分して積分関数を求め、さらに当該積分関数をその最大値で正規化し
た正規化積分関数を求めるための積分・正規化手段を含む、調音パラメータ補間用データ
生成装置。
【請求項２】
　前記関数近似手段は、
　前記フレーム組合せ手段により組合されたフレームのうち、前記第１のフレームと前記
第３のフレームとの間で、前記所定のスペクトル変化率を近似する第１のガウス関数を求
めるための手段と、
　前記フレーム組合せ手段により組合されたフレームのうち、前記第３のフレームと前記
第２のフレームとの間で、前記所定のスペクトル変化率を近似する第２のガウス関数を求
めるための手段と、
　前記第３のフレームにおいて前記第１のガウス関数と前記第２のガウス関数とを接続す
ることにより、前記極大値と２つの極小値との間で前記所定のスペクトル変化率の推移を
近似する前記ガウス関数を求めるための手段とを含む、請求項１に記載の長音パラメータ
補間用データ生成装置。
【請求項３】
　前記補間用データ作成手段はさらに、前記第１の音素のための調音パラメータと、前記
第２の音素のための調音パラメータとの間を前記正規化積分関数によって補間する事によ
り、前記第１の音素と前記第２の音素との間の所定の時刻における混合比を算出するため
の手段を含む、請求項１又は請求項２に記載の調音パラメータ補間用データ生成装置。
【請求項４】
　前記補間用データ作成手段はさらに、前記第１の音素のための調音パラメータと、前記
第２の音素のための調音パラメータとの間を前記混合比によって補間する事により、前記
所定の時刻における調音パラメータである声道断面積関数を算出するための手段を含む、
請求項３に記載の調音パラメータ補間用データ生成装置。
【請求項５】
　コンピュータにより実行されると、当該コンピュータを、請求項１～請求項４のいずれ
かに記載の調音パラメータ補間用データ生成装置として動作させる、コンピュータプログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、音声合成に際し、音源に対する変調を行ない、合成される音声をより滑ら
かにするためのパラメータを生成する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人間とコンピュータシステムに代表される機械系との間のインターフェイスとして、近
年種々のものが提案されている。それらの中で最近特に使用される頻度が高くなっている
ものに、音声がある。音声を用いる事によって、人間と機械系との間のコミュニケーショ
ンを、人間同士の間でのそれに近い形で実現できる。
【０００３】
　音声によるコミュニケーションを実現するための音声合成技術には、以下の２つの方式
がある。１つは、あらかじめ録音された音声の音声波形から音素片を取り出し、それらを
つなぎ合わせる事によって音声を合成する方式である。もう１つは、人間の発話器官の形
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状の変化をシミュレートする事によって音声を合成する方式である。
【０００４】
　音声波形の変化に比べて、発話器官の形状の変化は緩やかである事から、後者の方式の
方が、聴覚上、より滑らかな音声を合成する事ができる。そのため、この方式は近年特に
注目されている。
【０００５】
　この方式の音声合成方法では、音源からの信号を、発話器官の形状を表わすパラメータ
（例えば声道断面積関数、声道長、開口面積等。以下「調音パラメータ」という）により
特性が変化する電気回路からなるフィルタに通す事によって、音声信号を合成する。例え
ば、「あ」という音を発声しているときと、「い」という音を発声しているときとでは、
調音パラメータが違う。従って、調音パラメータを変化させる事によって、種々の音声を
合成する事ができる。もちろん、この方式は、現在ではコンピュータとソフトウェアとに
よるデジタル技術で実現される。
【０００６】
　より自然な連続音声を合成するためには、ある音声を発話しているときの調音パラメー
タと、次の音声を発話しているときの調音パラメータとを、連続音声発話時の発話器官の
形状変化の時間的な推移と一致した形で補間する必要がある。そのためには、実際に連続
音声を発話している際の発話器官の形状変化の速度を反映した物理量とその時間的推移と
を、何らかの方法で算出する必要がある。
【０００７】
　発話器官の形状変化の速度を利用する先行技術として非特許文献１に開示のものがある
。これは、連続音声を合成するために、声道断面積関数を時間補間したものであり、時間
補間のためのパラメータをＭＲＩ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉ
ｎｇ：核磁気共鳴画像）動画の平均輝度値の時間的変化から求めたものである。この方法
によると、実際の調音動作に基づいた合成であるので、自然な連続音が得られるという利
点がある。
【非特許文献１】声道断面積関数の時間補間による音声合成、竹本浩典、本多清志、北村
達也、パーハム・モクタリ、平井啓之．日本音響学会講演論文集、ｐｐ１５７－１５８、
２００５年３月。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　非特許文献１に開示の技術によれば、実際の調音動作に基づいた自然な連続音を得る事
ができるという大きな利点がある。しかしこの方法では、人間に発話をさせながらＭＲＩ
動画を撮る必要がある。周知の様にＭＲＩ動画像の撮影には時間がかかる。また、ＭＲＩ
動画を撮るために必要な設備も大型で、その利用には面倒な手順がいる。さらに、ＭＲＩ
動画の画像処理は大変な上、コストもかかる。
【０００９】
　非特許文献１に開示された技術と同様の効果を、より簡単に、簡略な処理で得る事がで
きる様にする事が望ましい。
【００１０】
　そこで、この発明の目的は、ＭＲＩ動画等の透過撮影手法よりも簡略な処理により、実
際の発話動作による発話器官の形状変化を反映する調音パラメータ補間用のデータを生成
できる補間用データ生成装置を提供する事である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の局面に係る調音パラメータ補間用データ生成装置は、第１の音素から第
２の音素まで連続的に変化する音声を合成するための調音パラメータを、第１及び第２の
音素の音声合成のための既知の調音パラメータの間の補間によって生成する際の補間用デ
ータを生成するための装置であって、連続する第１の音素及び第２の音素を含む入力音声
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信号から、第１の音素から第２の音素までの所定の音響特徴量の変化率の推移を算出する
ための変化率算出手段と、変化率を用いて補間用データを作成するための補間用データ作
成手段とを含む。
【００１２】
　この補間用データ生成装置によると、各々独立した第１の音素と第２の音素との間を連
続的につなぐ様な補間用データを音声から生成できる。音声は、ＭＲＩ動画と異なり、容
易に取得できる。また、音響特徴量の変化率は、発話器官の形状変化をよく反映すると考
えられる。従って、ＭＲＩ動画等の透過撮影手法を用いるよりも簡略な方法で実際の発話
動作による発話器官の形状変化を反映する補間用データを生成する事ができる。
【００１３】
　好ましくは、変化率算出手段は、入力音声信号を所定時間ごとにフレーム化するための
フレーム化手段と、フレーム化手段によりフレーム化された音声信号からフレームごとに
所定のスペクトル変化率を算出するためのスペクトル変化率算出手段とを含む。
【００１４】
　この補間用データ生成装置によると、上述した変化率として、フレームごとのスペクト
ル変化率を算出する事ができる。そして、このスペクトル変化率は、発話器官の形状変化
の速度をよく反映すると考えられる上、その算出には確立された技術を用いる事ができる
。従って、ＭＲＩ動画等の透過撮影手法を用いるよりも簡略な、音の特徴を使用して実際
の発話動作による発話器官の形状変化を反映する補間用データを生成する事ができる。
【００１５】
　さらに好ましくは、スペクトル変化率算出手段は、第１の音素から第２の音素までの音
声信号からフレーム化手段によりフレーム化された音声信号のフレームの内、所定のスペ
クトル変化率の隣り合う極小値を与える第１及び第２の二つのフレームと、当該二つのフ
レームの間に存在し、所定のスペクトル変化率の極大値を与える第３のフレームとを含む
複数のフレームを組合せるためのフレーム組合せ手段と、フレーム組合せ手段により組合
されたフレームの極大値と極小値とにより定められる所定の連続関数で所定のスペクトル
変化率の推移を近似するための関数近似手段とを含む。
【００１６】
　この補間用データ生成装置によると、音中心にあたる二つの極小値を両端とする連続関
数で所定のスペクトル変化率の推移を近似する。そこで、補間用データ生成の際に、スペ
クトル変化率そのものよりもデータ量の小さい近似関数を使用する事ができる。それゆえ
、補間用データ生成の際に必要となるリソースを簡略化する事ができる。従って、より簡
略な方法を使用して、実際の発話動作による発話器官の形状変化を反映する補間用データ
を生成する事ができる。
【００１７】
　さらに好ましくは、フレーム組合せ手段は、変化率に基づき、第１及び第２のフレーム
を検出するための極小値検出手段と、変化率に基づき、第３のフレームを検出するための
極大値検出手段と、第１のフレームに第１の音素を、第２のフレームに第２の音素を、そ
れぞれ割当てるための音割当手段と、第１のフレームから第２のフレームまでのフレーム
を組合せてフレームシーケンスを作成するためのフレームシーケンス作成手段とを含む。
【００１８】
　この補間用データ生成装置によると、第１のフレーム及び第２のフレームに具体的な音
素を割当て、上記二つのフレームを含む様にフレームシーケンスを作成する。ゆえに、補
間用データ生成の際に、補間の対象を自動的に定めて補間する事ができる。従って、より
簡略な方法で実際の発話動作による発話器官の形状変化を反映する補間用データを生成す
る事ができる。
【００１９】
　さらに好ましくは、関数近似手段は、第１のフレームにおける変化率と、第３のフレー
ムにおける変化率とに基づいて、第１のフレームにおいて所定の定数をとり、第３のフレ
ームにおいて第３のフレームにおける変化率の値と所定の関係を有する値をとる第１の近
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似関数を求める第１の近似手段と、第３のフレームにおける変化率と第２のフレームにお
ける変化率とに基づいて、第２のフレームにおいて所定の定数をとり、第３のフレームに
おいて第１の近似関数と同じ値をとる第２の近似関数を求める第２の近似手段とを含む。
【００２０】
　この補間用データ生成装置によると、該当するフレームにおける変化率に基づいて、近
似関数の種類を適切に変化させる事ができる。変化率が最大となる箇所は、補間対象の二
つの音素の中間位置とは限らず、その前後にずれる事が多い。そうした場合でも、上記し
た様に変化率が最大となる箇所の前後で異なる近似関数を適用する事により、簡単な近似
関数を用いて精度高く変化率を近似できる。ゆえに、近似の精度が上がり、この近似関数
を用いた補間用データ生成処理にかかる時間を短縮する事ができる。従って、より簡略な
方法で実際の発話動作による発話器官の形状変化を反映する補間用データを生成する事が
できる。
【００２１】
　さらに好ましくは、補間用データ作成手段は、関数近似手段により得られた所定の関数
の、第１のフレームから第２のフレームまでの積分関数を正規化した正規化積分関数を求
めるための正規化積分手段を含む。
【００２２】
　この補間用データ生成装置によると、補間用データとして、正規化積分関数を算出する
のみであるので、調音パラメータそのものの補間までする場合と比較して、補間用データ
生成のためにかかる時間が短縮できる。また、補間用データをデータベース（以下ＤＢと
記載）に収納する場合には、ＤＢの容量が削減できる。従って、より簡略な処理により実
際の発話動作による発話器官の形状変化を反映する補間用データを生成する事ができる。
【００２３】
　さらに好ましくは、補間用データ作成手段はさらに、第１の音素のための調音パラメー
タと、第２の音素のための調音パラメータとの間を正規化積分関数によって補間する事に
より、第１の音素と第２の音素との間の所定の時刻における混合比を算出するための手段
を含む。
【００２４】
　この補間用データ生成装置によると、補間用データとして、混合比を算出するのみであ
る。そこで、補間用データ生成のためにかかる時間が短縮できる。また、補間用データを
ＤＢに収納する場合には、ＤＢの容量が削減できる。さらに、正規化積分関数の算出まで
で処理をとどめておく場合と比較して、音声の合成時には混合比の算出をする必要がない
。従って、より簡略な処理により実際の発話動作による発話器官の形状変化を反映すると
ともに、音声合成時の処理量を削減可能な補間用データを生成する事ができる。
【００２５】
　さらに好ましくは、補間用データ作成手段はさらに、第１の音素のための調音パラメー
タと、第２の音素のための調音パラメータとの間を混合比によって補間する事により、所
定の時刻における調音パラメータである声道断面積関数を算出するための手段を含む。
【００２６】
　この補間用データ生成装置によると、音声の特徴量から補間用データとして、声道断面
積関数を算出する。ゆえに、この声道断面積関数を使用して後の音声合成を行なう場合に
は、音声合成にかかる時間を削減する事ができる。従って、効率的な音声合成を行なう事
ができる。その結果、ＭＲＩ動画等による処理よりも簡略な処理によって、実際の発話動
作による発話器官の形状変化を反映する補間用データを生成する事ができる。
【００２７】
　この発明の第２の局面に係るコンピュータプログラムは、コンピュータにより実行され
ると、当該コンピュータを、上記したいずれかの調音パラメータ補間用データ生成装置と
して動作させるものである。従って、上記した調音パラメータ補間用データ生成装置と同
様の効果を奏する事ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２８】
　＜スペクトル変化率に基づく補間方法＞
　本発明の一実施の形態に係る音声合成システムでは、音声信号の時間変化から、補間用
パラメータである声道断面積関数を算出し、その結果を用いて音声合成を行なう。音声信
号はＭＲＩ動画像と比較してはるかに容易に得る事ができるし、信号処理も容易である。
本実施の形態の詳細を説明する前に、まず、本実施の形態で採用した補間方法の原理につ
いて詳述する。なお以下の説明及び図面において、同じ部品には同じ参照番号を付す。
【００２９】
　（１）混合比の算出
　混合比とは、発話音声が第１の音素から第２の音素へ移行する途中の音素を合成するた
めに、移行途中の調音パラメータを、第１の音素と第２の音素との調音パラメータの間の
補間により生成するための、第１の音素と第２の音素との調音パラメータを混合する割合
の事をいう。例えば実際の発話において、「あ」から「い」に移行する際には、徐々に「
あ」の音の要素が減り、代わりに「い」の音の要素が増えて、連続的に音が移行する。混
合比を使用すると、母音中心の間での連続音を生成するための調音パラメータをスムーズ
に補間できる。本実施の形態では、混合比を発話音声のスペクトル変化率から得た値で近
似する。スペクトル変化率とは、発話音声のスペクトルがどの程度の速度で変化している
かを表す値であり（式については後述する。）、発話時の発話器官の動きを反映している
。以下で、スペクトル変化率を用いた混合比の算出方法について述べる。
【００３０】
　図１に、発話音声波形の一例と、この音声波形から得られたスペクトル変化率との関係
を示す。図１を参照して、図中で／ａ／、／ｉ／、／ｕ／、／ｅ／、及び／ｏ／で表わさ
れるフレームは各々の母音の母音中心が存在する位置を示している。母音の発声の間は、
発話器官形状は安定しており、従ってスペクトル変化率は小さい。一方、ある母音から別
の母音への移行時には、発話器官の形状が変化する。この変化の速度は一定ではなく、変
化の最初と最後とでは変化速度が小さく、途中のどこかで極大となる事が知られている。
図１に示す例では、スペクトル変化率の極大値３０、３２、３４及び３６で発話器官の形
状変化速度が最大に達する。
【００３１】
　前述した様に混合比は、隣接する母音中心の調音パラメータの間を補間して連続的で自
然な音声合成をするためのパラメータである。従って、混合比算出にあたっては、隣接す
る二つの母音の発声中心に対応するフレーム（スペクトル変化率が極小となるフレーム）
が両端に配される様にとられたフレームシーケンスのスペクトル変化率を使用してその間
の音声を補間するための混合比を算出すればよい。ただし、この場合、フレームシーケン
スの最後のフレームは、次のフレームシーケンスの先頭フレームに相当するので、混合比
算出の対象とはしない。
【００３２】
　また、処理対象となる音声信号にはノイズが含まれている事が多く、そのために、音声
信号から得られるスペクトル変化率のグラフは変形している。そうしたノイズの影響を除
去し、かつ演算を簡略にするために、スペクトル変化率の描く曲線を何らかの関数で近似
する。本実施の形態では、スペクトル変化率の描く曲線をガウス関数で近似する。
【００３３】
　図２に、母音／ａ／から母音／ｉ／まで音声が変化するときの音声信号から得られたス
ペクトル変化率の一例（スペクトル変化率４２）と、このスペクトル変化率の描く曲線を
近似するガウス関数４４とを示す。図２を参照して、母音／ａ／の母音中心がグラフの左
端に、母音／ｉ／の母音中心がグラフの右端に配されている。なお、前述の理由により、
グラフの右端は母音／ｉ／の母音中心を含むフレームよりも一つ前のフレームとなってい
る。
【００３４】
　ガウス分布は左右対称の分布を示す。しかし、スペクトル変化率は極大値フレーム４０



(7) JP 4644879 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

の左右で異なった分布を持つ事が一般的である。そこで、極大値フレームの左右で異なる
ガウス関数を割当てる。この近似に用いられるガウス関数は、スペクトル変化率の極大値
と極小値とから定められる。なお、ガウス関数は、ｘ軸に漸近するが決して０にはならな
い。一方、ガウス関数による近似では、フレームシーケンスの両端の母音位置で調音パラ
メータがそれぞれ両者の調音パラメータと一致する事が望ましく、そのためにはフレーム
シーケンスの両端の母音位置では近似関数の値が０となる必要がある。そこで、例えば上
記したガウス関数を一旦求めた後、さらにフレームシーケンスの両端での関数の値が０と
なる様に、ガウス関数から定数を引いたり、ガウス関数に所定倍数を乗じた後に定数を引
いたりして、関数の値がフレームシーケンスの両端（母音位置）で０となる様にする。
【００３５】
　この様にしてスペクトル変化率を近似するガウス関数を求めた後、このガウス関数から
以下の様にして混合比を算出する。
【００３６】
　図３の上段に図２に示すスペクトル変化率５０の曲線と、対応するガウス関数による近
似（近似関数５２）とを示す。この近似関数５２を積分し、最終的な積分の値が１となる
様に正規化した曲線５４（図３下段に示す）により、母音／ａ／から母音／ｉ／までの移
行途中の混合比が得られる。
【００３７】
　以上のガウス関数の割当から混合比までの算出をまとめると、次の様になる。隣接する
母音中心間にｍ個のフレームがあり、そのｎ番目にスペクトル変化率の極大値が存在する
ものとする。このとき、母音間のフレーム番号をｋ（０≦ｋ＜ｎ）、曲線６０に対応する
関数（すなわち混合比）をｂｒ（ｋ）とすると、混合比ｂｒ（ｋ）は次の式（１）及び（
２）で表わされる。
【００３８】
【数１】

【００３９】
【数２】

　また、ｙ（ｋ）は次の式（３）及び（４）で表わされる。
【００４０】
【数３】

【００４１】
【数４】

　ここで、ｇｗｎ（ｋ）は、ｎ点のＧａｕｓｓｉａｎ　Ｗｉｎｄｏｗのｋ番目の点である
。
【００４２】
　（２）声道断面積関数の算出
　次に、この混合比ｂｒを用いて、声道断面積関数を算出する方法について説明する。
【００４３】
　図４及び図５に、声道断面積関数の例を示す。声道断面積関数は時刻の関数であり、あ
る時刻における声門からの距離と声道断面積との間の関係を示す。図４及び図５では、縦
軸に声道断面積をとり、横軸に声門からの距離をとっている。図４に示された声道断面積



(8) JP 4644879 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

関数は時刻ｔ１の時のものである。図５に示された声道断面積関数は時刻ｔ２の時のもの
である。声道断面積関数を求めるためには、各時刻における声門からの距離と、その位置
における声道の断面積とを求める必要がある。本実施の形態では、声道を所定個数のセク
ションに分け、各時刻における各セクションでの声道断面積によって声道断面積関数を表
す。また本実施の形態では、セクション数は一定であるものとし、声道長の変化にはセク
ション長の変化で対応する。
【００４４】
　以下では、混合比ｂｒを時刻ｔの関数ｂｒ（ｔ）として考える。このとき、声門から数
えてｎ番目のセクションにおける声門からの距離（ｘｐｏｓ）は次の式（５）で表わされ
る。
【００４５】
【数５】

　また声道の断面積（ａｒｅａ）は次の式（６）で表わされる。
【００４６】

【数６】

　以上の式（１）～（６）を用いる事により、ある母音から他の母音に移行する間の任意
の時点における声道の各セクションにおける断面積を、両母音に対する調音パラメータの
間の補間により算出する事ができる。
【００４７】
　＜第１の実施の形態＞
　以下、上記した補間方法を利用した、本発明の一実施の形態に係る音声合成装置につい
て詳述する。
【００４８】
　［構成］
　（１）音声合成システム７０
　図６に、本発明の第１の実施の形態に係る音声合成システム７０のブロック図を示す。
なお、本実施の形態では、ある話者が連続音声を発声したものを録音し、その録音から各
母音の調音パラメータと母音間の混合比とを算出する。その連続音声の発話テキスト８４
は予め与えられるものとする。
【００４９】
　図６を参照して、音声合成システム７０は、音声信号と発話テキスト８４とを用いて、
音声合成のための調音パラメータを補間するために用いられるデータを生成するための補
間用データ生成装置８６と、補間用データ生成装置８６によって生成されたデータを保持
するための補間用ＤＢ８８と、入力されたテキスト９０に対し、補間用ＤＢ８８内のデー
タを用いて合成音声信号９４を出力するための音声合成装置９２とを含む。
【００５０】
　（２）補間用データ生成装置８６
　図７に、補間用データ生成装置８６のブロック図を示す。補間用データ生成装置８６は
、音声信号からそのスペクトル変化率を生成するためのスペクトル変化率生成部６０と、
生成されたスペクトル変化率を保持するためのスペクトル変化率ＤＢ６２と、スペクトル
変化率と発話テキスト８４とから、各母音中心の調音パラメータと補間用データとを生成
するための補間用データ生成部６４とを含む。母音中心の調音パラメータも補間比が０又
は１の補間用データと考える事ができるので、本実施の形態では母音中心の調音パラメー
タも含めて補間用データと呼ぶ。
【００５１】
　（３）スペクトル変化率生成部６０
　図８に、スペクトル変化率生成部６０のブロック図を示す。スペクトル変化率生成部６
０は、与えられた音声信号をフレーム化するためのフレーム化部１００と、フレーム化さ
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れた音声信号のスペクトルを抽出するためのスペクトル抽出部１０２と、抽出されたスペ
クトルからケプストラムを算出するためのケプストラム算出部１０４と、算出されたケプ
ストラムから音声特徴量の差であるデルタケプストラムを算出するためのデルタケプスト
ラム算出部１０６と、算出されたデルタケプストラムからスペクトル変化率を算出し、そ
の算出結果をスペクトル変化率ＤＢ６２に与えるためのスペクトル変化率算出部１０８と
を含む。
【００５２】
　ここで、デルタケプストラムはフレーム間の音声特徴量であるケプストラムの差を表わ
すパラメータであるので、デルタケプストラムの値が大きいほどフレーム間のスペクトル
変化が大きいと言える。デルタケプストラムｄｃｅｐ（ｎ，ｍ）は次の式（７）で表わさ
れる。ここでｍはフレーム番号を表わし、ｎはケプストラムの次数を表わす。
【００５３】
【数７】

　このデルタケプストラムを使用して、スペクトル変化率ｓ（ｍ）は次の式（８）で表わ
される。
【００５４】
【数８】

　（４）補間用データ生成部６４
　図９に、補間用データ生成部６４のブロック図を示す。補間用データ生成部６４は、ス
ペクトル変化率ＤＢ６２に保持されたスペクトル変化率を参照して、母音中心を示す調音
運動極小値を含むフレームを検出するための極小値検出部１１０と、スペクトル変化率Ｄ
Ｂ６２に保持されたスペクトル変化率を参照して、発話母音間の境界を示す調音運動極大
値を含むフレームを検出するための極大値検出部１１２と、発話テキストを比較参照して
、調音運動が極小値になるフレームに順に母音を割当てるための母音割当部１１４と、全
フレームのうち、第１の音素の母音中心であるスペクトル変化率最小値を含むフレームか
ら始まって、スペクトル変化率最大値を含むフレームを経て、第２の音素の母音中心であ
るスペクトル最小値を含むフレームの一つ前のフレームで終わる様に複数のフレームを一
組のフレームシーケンスとして組合せるためのフレームシーケンス作成部１１６とを含む
。
【００５５】
　補間用データ生成部６４はさらに、フレームシーケンス作成部１１６により組合わされ
たフレームシーケンス中で先頭のフレームに極小値を、スペクトル変化率の極大値のフレ
ームにガウス関数の極大値を、それぞれ持ち、かつ極小値が０となるガウス関数を割当て
るためのガウス関数割当部１１８と、スペクトル変化率の極大値のフレームに極大値を、
次のフレームシーケンスの先頭のフレームに極小値を、それぞれ持ち、かつ極小値が０と
なるガウス関数を割当てるためのガウス関数割当部１２０とを含む。ガウス関数割当部１
１８により割当てられたガウス関数のうちの前半部（極小値から極大値まで）と、ガウス
関数割当部１２０により割当てられたガウス関数のうち後半部（極大値から極小値の１フ
レーム前まで）とを極大値部分で接続する事により、発話器官の動きを表す関数が得られ
る。以下、この関数を「発話器官変化率関数」と呼ぶ。
【００５６】
　補間用データ生成部６４はさらに、この発話器官変化率関数を先頭フレームから最終フ
レーム（次のフレームシーケンスの１つ前のフレーム）まで積分して最大値が１になる様
に正規化して得られる関数（以下これを「発話器官形状関数」と呼ぶ。）を出力するため
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の積分・正規化部１２２と、積分・正規化部１２２により出力された発話器官形状関数か
ら各フレームにおける混合比を算出するための混合比算出部１２４と、種々の音素に対し
て予め算出された調音パラメータを保持するための調音パラメータＤＢ１２８と、母音割
当部１１４で割当てられた音素に対応する調音パラメータを調音パラメータＤＢ１２８か
ら取り出し、対応する混合比を用いた補間により各時刻における各音素間の声道断面積関
数を算出し、その結果を補間用ＤＢ８８に与えるための声道断面積関数算出部１２６とを
含む。この声道断面積関数が、本実施の形態における補間用データである。
【００５７】
　（５）音声合成装置９２
　図１０に、音声合成装置９２のブロック図を示す。図１０を参照して、テキスト９０に
は、各音素を発声すべき時間情報が付されている。音声合成装置９２は、入力されたテキ
スト９０を音素単位に分割し、隣接する２音素ごとに、当該２音素間の補間用データを補
間用ＤＢ８８から抽出して、補間調音パラメータ１３２として出力するための補間パラメ
ータ抽出部１３０と、所定周期のクロック信号を発生するためのクロック部１４０と、合
成する連続音声の発音長等に応じて、クロック部１４０からのクロックにより定まるタイ
ミングで、補間調音パラメータ１３２を順番に出力してフィルタ１３８に与えるための出
力部１３４と、発話のための音源となる音源信号を出力するための音源１３６と、出力部
１３４によって与えられる調音パラメータに従って変化する特性で音源１３６からの音源
信号を変調し、合成音声信号９４を出力するためのフィルタ１３８とを含む。
【００５８】
　なお、音声にイントネーションを付けたり音の高さを調整する必要がある場合、音源１
３６からの音源信号の周波数を変化させる必要がある。
【００５９】
　［動作］
　本実施の形態に係る音声合成システム７０の動作には、２つの局面がある。すなわち、
第１の局面は、音声信号及び対応する発話テキストから、調音パラメータ補間用のデータ
（補間後の調音パラメータ）を生成し、補間用ＤＢを作成する局面（補間用データ生成装
置８６の動作に相当する。）である。第２の局面は、補間用ＤＢ８８のデータを用いて、
入力テキスト９０の連続音声を合成する局面（音声合成装置９２の動作に相当する。）で
ある。以下、順に説明する。
【００６０】
　（１）補間用データ生成装置８６の動作
　本実施の形態に係る補間用データ生成装置８６は以下の様に動作する。
【００６１】
　図８を参照して、音声信号が与えられると、フレーム化部１００は、音声信号をフレー
ム化する。スペクトル抽出部１０２は、フレーム化された音声信号の各フレームから発話
スペクトルを抽出する。ケプストラム算出部１０４が、各フレームから抽出された発話ス
ペクトルに基づいてフレームごとのケプストラムを算出する。デルタケプストラム算出部
１０６は、算出されたケプストラムから前述した式（７）によってデルタケプストラムを
算出する。スペクトル変化率算出部１０８は、算出されたデルタケプストラムから前述し
た式（８）によってスペクトル変化率を算出する。算出されたスペクトル変化率は、スペ
クトル変化率ＤＢ６２に与えられ、保持される。
【００６２】
　次に、図９を参照して、極小値検出部１１０は、スペクトル変化率ＤＢ６２に保持され
たスペクトル変化率から、変化率が極小であるフレームを検出する。同様に、極大値検出
部１１２は、スペクトル変化率ＤＢ６２に保持されたスペクトル変化率から、変化率が極
大であるフレームを検出する。
【００６３】
　母音割当部１１４は、検出された調音運動極小値に発話テキスト８４に含まれた音を順
番に対応させて、極小値である母音中心に該当する音を割当てる。
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【００６４】
　フレームシーケンス作成部１１６は、スペクトル変化率が極小となるフレームのうち、
隣接する極小値を与えるフレームの対と、その間のすべてのフレームとからなるフレーム
シーケンスを作成する。その中にはスペクトル変化率が極大になるフレームも含まれる。
この処理により、一つのフレームシーケンスの組が作成される。この処理を繰返す事によ
り、すべてのフレームシーケンスの組を作る。
【００６５】
　ガウス関数割当部１１８は、組合された各組のフレームシーケンスのうちで、先頭のフ
レームと極大値を含むフレームとの間のスペクトル変化率にガウス関数を割当てる。同様
に、ガウス関数割当部１２０は、極大値を含むフレームと、当該フレームシーケンスの最
後のフレームより一つ前のフレームまでに含まれるスペクトル変化率にガウス関数を割当
てる。積分・正規化部１２２は、この二つのガウス関数を接続して得られる発話器官変化
率関数についてフレームシーケンスの先頭から最後（最後の極小値を与えるフレームの一
つ前のフレーム）まで積分し、さらに最大値が１になる様に正規化する事により、発話器
官形状関数を生成する。
【００６６】
　混合比算出部１２４は、この様にして得られた発話器官形状関数から、前述した式（１
）、（２）、（３）、及び（４）によって混合比を算出する。声道断面積関数算出部１２
６は、調音パラメータＤＢ１２８に保持された調音パラメータから、母音割当部１１４で
割当てられた音素に該当する調音パラメータを読出す。そして読出された調音パラメータ
を使用して、算出された混合比から、前述した式（５）及び（６）によってフレームシー
ケンスに含まれる各フレームでの各音素間の声道断面積関数を算出する。算出された声道
断面積関数は補間用ＤＢ８８に与えられ、保持される。
【００６７】
　この処理がすべてのフレームシーケンスに対して実行される。
【００６８】
　（２）音声合成装置９２の動作
　本実施の形態に係る音声合成装置９２は以下の様に動作する。
【００６９】
　図１０を参照して、テキスト９０が入力されると、補間パラメータ抽出部１３０は、入
力テキスト９０を音素単位に分割する。さらに補間パラメータ抽出部１３０は、入力テキ
スト９０内において隣接する２音素の組の各々について、その２音素を補間するための補
間用データ（補間後の調音パラメータ）である声道断面積関数を補間用ＤＢ８８から抽出
する。この抽出作業を入力テキスト９０内において隣接する２音素の組合わせのすべてに
ついて行ない、補間調音パラメータ１３２として出力する。
【００７０】
　出力部１３４は、出力された補間調音パラメータ１３２を順に読込み、補間調音パラメ
ータ１３２に付された、そのパラメータの２音素間における位置情報及び合成すべき音声
の長さ等から、クロック部１４０からのクロックに従って適切な時期に各補間調音パラメ
ータをフィルタ１３８に与える。フィルタ１３８は、与えられた補間調音パラメータに従
ってその特性を変化させて音源１３６からの音源信号を変調し、合成音声信号９４を出力
する。この合成音声信号９４を図示しない増幅器を介してスピーカに与える事により、連
続音声が発生される。
【００７１】
　なお、フレームシーケンス作成部１１６（図９参照）で行なわれる、フレームシーケン
スの組を作る処理は、手動で行なわれてもよい。
【００７２】
　［第１の実施の形態の効果］
　この様にして、本発明の第１の実施の形態に係る音声合成システム７０によれば、実際
の人間の発話における発話器官の動きと一致する様な方法で調音パラメータである声道断
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面積関数を補間する。そのため、聴覚上、滑らかで自然な連続音声を合成する事ができる
。さらに、この第１の実施の形態では、声道断面積関数算出まで予め行ない、実際の音声
合成時にはこの声道断面積関数を読出すだけでよい。その結果、実際の音声合成時の計算
量が削減されるという効果がある。また、従来技術と異なり、音声信号から補間パラメー
タの抽出を行なう。その結果、ＭＲＩ動画像の撮影に伴う手間及びコストを削減する事が
できる。
【００７３】
　［コンピュータによる実現］
　本発明の第１の実施の形態に係る音声合成システム７０は、コンピュータと、当該コン
ピュータ上で実行されるコンピュータプログラムとにより実現できる。以下、図１１～図
１５を参照して音声合成システム７０を実現するコンピュータプログラムの制御構造を説
明する。
【００７４】
　（１）補間用データ生成部６４を実現するプログラム
　図１１に、補間パラメータを算出する処理の詳細なフローチャートを示す。図１１を参
照して、補間パラメータ算出処理が開始されると、まずステップ１５０にて初期処理を行
なう。すなわち、ワークエリアのクリア、使用する変数のクリア等を行なう。ここで、極
小値の配列の添字となる変数ｉには１を代入しておく。続いて、ステップ１５２では、変
数ｉに１を加算した値を変数ｊに代入して、ステップ１５４へ進む。
【００７５】
　ステップ１５４では、極小値の配列において、ｊ番目のデータがセットされているかど
うかを判断する。セットされていれば、処理はステップ１５６に進み、さもなければ、補
間パラメータ算出処理を終了する。
【００７６】
　ステップ１５６では、極小値の配列のｉ番目の調音パラメータ（これを調音パラメータ
（ｉ）と呼ぶ。）と調音パラメータ（ｊ）との間を、前述した式（１）～式（６）を用い
て補間する。具体的には、まず、極小値の配列のｉ番目のフレーム番号（フレーム番号（
ｉ）と呼ぶ。）とフレーム番号（ｊ）とを参照して、フレーム番号（ｉ）とフレーム番号
（ｊ）との間のフレームのスペクトル変化率に２種類のガウス関数を割当てる。すなわち
、フレーム番号（ｉ）とフレーム番号（ｊ）との間のスペクトル変化率と、その間のスペ
クトル変化率の極大値と、その極大値を与えるフレーム番号とを特定し、フレーム番号（
ｉ）から極大値を与えるフレームまでについてのガウス関数と、極大値を与えるフレーム
からフレーム番号（ｊ）－１までについてのガウス関数とを割当てる。それらガウス関数
を極大値部分で接続して発話器官変化率関数を得る。この発話器官変化率関数に基づき、
前述の式（１）～式（４）を用いて各フレームにおける混合比を算出する。さらに、調音
パラメータ（ｉ）及び調音パラメータ（ｊ）と、算出された混合比とを用いて、前述の式
（５）及び（６）によってそのフレームにおける声道断面積関数を算出する。この様にし
て、フレーム番号（ｉ）とフレーム番号（ｊ）との間の全てのフレームにおいて、補間さ
れた声道断面積関数を算出する。
【００７７】
　続いて、ステップ１５８において、変数ｉの値に１を加算し、再びステップ１５２の処
理に戻る。
【００７８】
　この様にして、すべての極小値の間のフレームについて、補間用データを算出する処理
を繰返す。
【００７９】
　（２）音声合成装置９２を実現するプログラム
　図１２に、音声合成装置９２を実現するコンピュータプログラムのフローチャートを示
す。図１２を参照して、音声合成処理が開始されると、ステップ１６０において、入力発
話テキスト９０に応じて、補間用ＤＢから補間パラメータである声道断面積関数を抽出す
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る処理が行なわれる。続いて、ステップ１６２において、ステップ１６０で抽出された声
道断面積関数をクロックに従ってフィルタに出力し、合成音声信号を発生させる出力処理
を行なう。
【００８０】
　図１３に、ステップ１６０の補間パラメータを抽出する処理の詳細なフローチャートを
示す。図１３を参照して、補間パラメータ抽出処理が開始されると、まずステップ１７０
で初期処理を行なう。すなわち、ワークエリアのクリア、使用する変数のクリア等を行な
う。ここで、後述する音素の配列の添字となる変数ｉには１を代入しておく。ステップ１
７２で、入力テキスト９０を読出す。ステップ１７４では、テキスト９０を音素単位に分
割し、それらの音素を順に配列にセットする。処理はステップ１７６へ進む。
【００８１】
　ステップ１７６では、変数ｉに１を加算した値を変数ｊに代入する。ステップ１７８で
、ステップ１７４でセットした音素の配列から、ｉ番目の音素（これを音素（ｉ）と呼ぶ
。）及び音素（ｊ）を参照する。このとき、音素（ｊ）に音素がセットされているかどう
かを判定する（ステップ１８０）。音素（ｊ）に値がなければ（すなわち終了であれば）
、補間パラメータ抽出処理を終了し、さもなければ、処理はステップ１８２へ進む。
【００８２】
　ステップ１８２では、音素（ｉ）・音素（ｊ）間の補間調音パラメータを、補間用ＤＢ
よりすべて抽出し、ワークエリアに順に蓄積していく。続いてステップ１８４で、変数ｉ
に１を加算し、処理はステップ１７６へ戻る。
【００８３】
　この様にして、入力テキストに係る補間調音パラメータを全て順に抽出して、ワークエ
リアに順に出力し、蓄積していく。
【００８４】
　図１２に示すステップ１６２の出力処理では、ステップ１６０の補間パラメータ抽出処
理で抽出されワークエリアに蓄積された補間調音パラメータを使用して、合成音声信号を
発生させる。なお、この処理の詳細については、前述の音声合成装置９２の構成・動作の
説明から処理内容が明らかであるため、ここでは詳細な説明は繰返さない。
【００８５】
　［コンピュータハードウェア構成］
　上記したコンピュータプログラムを実行するコンピュータシステムの外観の一例を図１
４に、そのブロック図の例を図１５に、それぞれ示す。
【００８６】
　図１４を参照して、このコンピュータシステム３３０は、ＦＤ（フレキシブルディスク
）ドライブ３５２及びＣＤ－ＲＯＭ（コンパクトディスク読出専用メモリ）ドライブ３５
０を有するコンピュータ３４０と、キーボード３４６と、マウス３４８と、モニタ３４２
と、スピーカ３７２とを含む。
【００８７】
　図１５を参照して、コンピュータ３４０は、ＦＤドライブ３５２及びＣＤ－ＲＯＭドラ
イブ３５０に加えて、ＣＰＵ（中央処理装置）３５６と、ＣＰＵ３５６、ＦＤドライブ３
５２及びＣＤ－ＲＯＭドライブ３５０に接続されたバス３６６と、ブートアッププログラ
ム等を記憶する読出専用メモリ（ＲＯＭ）３５８と、バス３６６に接続され、プログラム
命令、システムプログラム、及び作業データ等を記憶するランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）３６０と、バス３６６に接続され、スピーカ３７２に接続されるサウンドボード３６
８を含む。コンピュータシステム３３０はさらに、図示しないプリンタを含んでいる。
【００８８】
　ここでは示さないが、コンピュータ３４０はさらにローカルエリアネットワーク（ＬＡ
Ｎ）への接続を提供するネットワークアダプタボードを含んでもよい。
【００８９】
　コンピュータシステム３３０に、図７に示す補間用データ生成装置８６又は図１０に示
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す音声合成装置９２としての動作を行なわせるためのコンピュータプログラムは、ＣＤＲ
ＯＭドライブ３５０又はＦＤドライブ３５２に挿入されるＣＤ－ＲＯＭ３６２又はＦＤ３
６４に記憶され、さらにハードディスク３５４に転送される。又は、プログラムは図示し
ないネットワークを通じてコンピュータ３４０に送信されハードディスク３５４に記憶さ
れてもよい。プログラムは実行の際にＲＡＭ３６０にロードされる。ＣＤ－ＲＯＭ３６２
から、ＦＤ３６４から、又はネットワークを介して、直接にＲＡＭ３６０にプログラムを
ロードしてもよい。
【００９０】
　このプログラムは、コンピュータ３４０にこの実施の形態の補間用データ生成装置８６
又は音声合成装置９２としての動作を行なわせる複数の命令を含む。この方法を行なわせ
るのに必要な基本的機能のいくつかはコンピュータ３４０上で動作するＯＳ又はサードパ
ーティのプログラム、もしくはコンピュータ３４０にインストールされる各種ツールキッ
トのモジュールにより提供される。従って、このプログラムはこの実施の形態の補間用デ
ータ生成装置８６又は音声合成装置９２を実現するのに必要な機能全てを必ずしも含まな
くてよい。このプログラムは、命令のうち、所望の結果が得られる様に制御されたやり方
で適切な機能又は「ツール」を呼出す事により、上記した補間用データ生成装置８６又は
音声合成装置９２を実現する命令のみを含んでいればよい。コンピュータシステム３３０
の動作は周知であるので、ここでは繰返さない。
【００９１】
　＜第２の実施の形態＞
　上記した第１の実施の形態では、補間用ＤＢ８８には、実際に補間式を適用して補間パ
ラメータである声道断面積関数を算出して補間用データとして蓄積し、それを使用して連
続音声を合成した。しかし、本発明はこのような実施の形態には限定されない。例えば、
補間用ＤＢ８８には、声道断面積関数ではなく、声道断面積関数を算出するための混合比
（前述した式（１）～式（４）によって算出されるもの）を蓄積しておき、それを連続音
声合成の際に使用する方法も考えられる。以下、この方法を適用した、第２の実施の形態
について説明する。
【００９２】
　［構成］
　本発明の第２の実施の形態に係る音声合成システムは、図６に示す第１の実施の形態に
係る音声合成システム７０と類似した構成である。ただし、この第２の実施の形態に係る
システムの補間用データ生成装置は、第１の実施の形態における補間用データ生成装置８
６と類似した構成を持つが、補間用データ生成部６４（図９参照）に代えて図１６に示す
構成を有する補間用データ生成部１９０を含む点で異なる。またこの第２の実施の形態に
係るシステムは、第１の実施の形態における音声合成装置９２（図１０参照）に代えて、
図１７に示す構成を有する音声合成装置２１０を含む。
【００９３】
　（１）補間用データ生成部１９０
　図１６に、本実施の形態に係る補間用データ生成部１９０のブロック図を示す。図１６
を参照して、補間用データ生成部１９０は、第１の実施の形態に係る補間用データ生成部
６４と同様の構成を持つが、図９に示す声道断面積関数算出部１２６を含まず、混合比算
出部１２４の出力をそのまま補間用ＤＢ２０８に保持させる点で補間用データ生成部６４
と異なる。すなわち、第２の実施の形態においては、第１の実施の形態とは異なり、調音
パラメータである声道断面積関数の補間までは行なわず、フレームごとの混合比を算出す
るにとどめる様にしたものである。
【００９４】
　（２）音声合成装置２１０
　図１７に、本実施の形態に係る音声合成装置２１０のブロック図を示す。図１７を参照
して、音声合成装置２１０は、図１０に示す第１の実施の形態に係る音声合成装置９２と
類似した構成を持つ。異なるのは、音声合成装置２１０が、図１０に示す補間パラメータ
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抽出部１３０に代えて、隣接する音素の組の各々に対して補間用ＤＢ２０８から２音素間
の声道断面積関数を補間するための混合比を抽出するための混合比抽出部２１２と、種々
の音素に対して予め算出された調音パラメータを保持するための調音パラメータＤＢ２１
６と、テキスト９０により与えられた音素に対応する調音パラメータを調音パラメータＤ
Ｂ２１６から取り出し、対応する混合比を用いた補間により音素間の声道断面積関数を算
出し、補間調音パラメータ１３２として出力するための声道断面積関数算出部２１４とを
含む点である。
【００９５】
　［動作］
　第２の実施の形態のうち、スペクトル変化率生成部６０は第１の実施の形態に係る音声
合成システムに含まれるスペクトル変化率生成部６０と同様に動作する。従ってこれにつ
いての詳細な説明は繰返さない。
【００９６】
　（１）補間用データ生成部１９０の動作
　図１６に示す補間用データ生成部１９０は、第１の実施の形態に含まれる補間用データ
生成部６４とは声道断面積関数算出部１２６を含むか否かの点に違いがあるのみである。
従って、動作の詳細な説明は繰返さない。ただし、ここでは補間用データとして混合比算
出部１２４で混合比を算出するのみであるので、補間用ＤＢ２０８には声道断面積関数の
代わりに混合比が保持される。
【００９７】
　（２）音声合成装置２１０の動作
　音声合成装置２１０のうち、出力部１３４、音源１３６、フィルタ１３８、及びクロッ
ク部１４０は、第１の実施の形態に係る音声合成装置９２における場合と同様に動作する
。従ってそれらについての詳細な説明は繰返さない。
【００９８】
　図１７を参照して、テキスト９０は、発声すべき音素列からなるテキストと、各音素を
発声するための時間情報とを含む。テキスト９０が入力されると、このテキストと時間情
報とは混合比抽出部２１２及び声道断面積関数算出部２１４に与えられる。
【００９９】
　混合比抽出部２１２は、テキスト９０により与えられた音素列のうち隣接する２音素の
組合せの各々について、その２音素を補間するための補間用データである混合比を補間用
ＤＢ２０８からすべて抽出する。声道断面積関数算出部２１４は、調音パラメータＤＢ２
１６に保持された調音パラメータから、テキスト９０により与えられた音素に該当する調
音パラメータを読出す。そして読出された調音パラメータを使用して、式（５）及び式（
６）によって抽出された混合比から各音素間の声道断面積関数を算出する。そして、テキ
スト９０に含まれる２音素間を声道断面積関数で補間して補間調音パラメータ１３２を出
力する。この作業を、テキスト９０内の音素列で隣接する２音素の組合せの全てについて
行ない、補間調音パラメータ１３２として出力部１３４に与える。その後の動作は、音声
合成装置９２と同様である。
【０１００】
　なお、フレームシーケンス作成部１１６（図１６参照）で行なわれる、フレームシーケ
ンスの組を作る処理は、手動で行なわれてもよい。
【０１０１】
　［第２の実施の形態の効果］
　本実施の形態に係る音声合成システムにおいても、実際の人間の発話における発話器官
の動きと一致する様な方法で調音パラメータである声道断面積関数を補間する。そのため
、聴覚上、滑らかで自然な連続音声を合成する事ができる。また補間用データ生成装置で
は２音素間の各フレームに対応する混合比のみを算出し、声道断面積関数までは算出しな
い。そのため、補間用データの生成に要する時間が短くて済み、補間用ＤＢ２０８として
必要な容量も削減できる。また、本実施の形態においても、従来技術と異なり、音声信号
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から補間パラメータの抽出を行なう。その結果、ＭＲＩ動画像の撮影に伴う手間及びコス
トを削減する事ができる。
【０１０２】
　［コンピュータによる実現］
　本発明の第２の実施の形態に係る音声合成システムも、第１の実施の形態と同様に、コ
ンピュータと、当該コンピュータ上で実行されるコンピュータプログラムとにより実現で
きる。なお、本実施の形態に係る音声合成システムを実現するコンピュータプログラムの
制御構造については、第１の実施の形態の説明に基づいて、当業者には容易に実現できる
と思われる。コンピュータのハードウェア構成についても、第１の実施の形態で説明した
ものと同様である。従って、ここではそれらについての詳細な説明は繰返さない。
【０１０３】
　＜第３の実施の形態＞
　上記した第２の実施の形態では、補間用ＤＢ２０８には、２音素間で声道断面積関数の
補間を行なうための混合比を蓄積し、実際の補間時にそれを使用して声道断面積関数を算
出し連続音声を合成した。しかし、本発明はこのような実施の形態には限定されない。例
えば、補間用ＤＢには、声道断面積関数又はその算出に用いる混合比ではなく、スペクト
ル変化率にガウス関数を割当て、さらに積分及び正規化して得られた発話器官形状関数を
蓄積しておき、連続音声合成の際にこれらを用いて調音パラメータである声道断面積関数
を算出する方法も考えられる。以下、この方法を適用した第３の実施の形態について説明
する。
【０１０４】
　［構成］
　本発明の第３の実施の形態に係る音声合成システムも、図６に示す第１の実施の形態に
係る音声合成システム７０と類似した構成である。ただし、この第３の実施の形態に係る
システムの補間用データ生成装置は、第１の実施の形態における補間用データ生成装置８
６と類似した構成を持つが、補間用データ生成部６４（図９参照）に代えて図１８に示す
補間用データ生成部２３０を含む点で異なる。またこの第３の実施の形態に係るシステム
は、第１の実施の形態における音声合成装置９２（図１０参照）に代えて図１９に示す構
成を有する音声合成装置２５０を含む。
【０１０５】
　（１）補間用データ生成部２３０
　図１８に、本実施の形態に係る補間用データ生成部２３０のブロック図を示す。図１８
を参照して、補間用データ生成部２３０は、第１の実施の形態における補間用データ生成
部６４と同様の極小値検出部１１０と、極大値検出部１１２と、母音割当部１１４と、フ
レームシーケンス作成部１１６と、ガウス関数割当部１１８と、ガウス関数割当部１２０
と、積分・正規化部１２４とを含む。第３の実施の形態においては、第１の実施の形態と
は異なり、混合比の算出及び声道断面積関数の算出までは行なわず、発話器官変化率関数
の積分・正規化処理をして発話器官形状関数の算出をするにとどめ、補間用データとして
この発話器官形状関数を補間用ＤＢ２４６に出力する様にしたものである。
【０１０６】
　（２）音声合成装置２５０
　図１９に、本実施の形態に係る音声合成装置２５０のブロック図を示す。図１９を参照
して、この音声合成装置２５０は、図１０に示す第１の実施の形態に係る音声合成装置９
２と類似した構成を持つ。異なるのは、図１０に示す補間パラメータ抽出部１３０に代え
て、入力テキスト９０の中の隣接する音素の組の各々に対して補間用ＤＢ２４６から積分
・正規化された発話器官形状関数を抽出するための補間用データ抽出部２５２と、抽出さ
れた補間用データから混合比を算出するための混合比算出部２５４と、種々の音素に対し
て予め算出された調音パラメータを保持するための調音パラメータＤＢ２１６と、テキス
ト９０により与えられた音素に対応する調音パラメータを調音パラメータＤＢ２１６から
取り出し、混合比を用いた補間により各音素間の声道断面積関数を算出し補間調音パラメ
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ータ１３２として出力するための、第２の実施の形態で使用したものと同じ声道断面積関
数算出部２１４（図１７参照）とを含む点である。
【０１０７】
　［動作］
　第３の実施の形態に係る音声合成システムのうち、スペクトル変化率生成部６０は第１
の実施の形態及び第２の実施の形態に係る音声合成システムに含まれるスペクトル変化率
生成部６０と同様に動作する。従ってこれについての詳細な説明は繰返さない。
【０１０８】
　（１）補間用データ生成部２３０の動作
　図１８に示す補間用データ生成部２３０は、第１の実施の形態に含まれる補間用データ
生成部６４とは混合比算出部１２４及び声道断面積関数算出部１２６（図９参照）を含む
か否かの点に違いがあるのみである。従って、その動作の詳細な説明は繰返さない。ただ
し、ここでは補間用データとして積分・正規化部１２４で発話器官変化率関数を積分・正
規化して得られた発話器官形状関数を算出するのみであるので、補間用ＤＢ２４６には混
合比の代わりに発話器官形状関数が保持される。
【０１０９】
　（２）音声合成装置２５０の動作
　図１９を参照して、テキスト９０は発声すべき音素列からなるテキストと、各音素を発
声するための時間情報とを含む。テキスト９０が入力されると、そのテキストと時間情報
とは補間用データ抽出部２５２及び声道断面積関数算出部２１４に与えられる。
【０１１０】
　補間用データ抽出部２５２は、テキスト９０を参照し、テキスト中で隣接する各音素の
組に対し、補間用ＤＢ２４６に保持された発話器官形状関数を抽出する。混合比算出部２
５４は前述した式（１）～（４）によって算出されたデータから、二つの音素に対応する
調音パラメータの混合比を算出して、声道断面積関数算出部２１４に与える。その後の動
作は、第２の実施の形態における音声合成装置２１０と同様である。
【０１１１】
　なお、フレームシーケンス作成部１１６（図１８参照）で行なわれる、フレームシーケ
ンスの組を作る処理は、手動で行なわれてもよい。
【０１１２】
　［第３の実施の形態の効果］
　本実施の形態に係る音声合成システムにおいても、実際の人間の発話における発話器官
の動きと一致する様な方法で調音パラメータである声道断面積関数を補間する。そのため
、聴覚上、より滑らかで自然な連続音声を合成する事ができる。補間用データ生成部２３
０ではガウス関数でスペクトル変化率を近似する事により得られた発話器官変化率関数を
積分・正規化して発話器官形状関数を算出するのみであり、混合比又は声道断面積関数は
算出しない。そのため、補間用データの生成に要する時間が短くて済み、補間ＤＢ２４６
として必要な容量も削減できる。ただし、音声合成装置２５０において混合比の算出と声
道断面積関数の算出との双方を行なうので、第１の実施の形態又は第２の実施の形態と比
較して計算量は大きくなる。また、本実施の形態においても、従来技術と異なり、音声信
号から補間パラメータの抽出を行なう。その結果、ＭＲＩ動画像の撮影に伴う手間及びコ
ストを削減する事ができる。
【０１１３】
　［コンピュータによる実現］
　本発明の第３の実施の形態に係る音声合成システムにおいても、第１の実施の形態と同
様に、コンピュータと、当該コンピュータ上で実行されるコンピュータプログラムとによ
り実現できる。なお、本実施の形態に係る音声合成システムを実現するコンピュータプロ
グラムの制御構造については、第１の実施の形態の説明に基づいて、当業者には容易に実
現できると思われる。コンピュータのハードウェア構成についても、第１の実施の形態で
説明したものと同様である。従って、ここではそれらについての詳細な説明は繰返さない
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【０１１４】
　今回開示された実施の形態は単に例示であって、本発明が上記した実施の形態のみに制
限されるわけではない。本発明の範囲は、発明の詳細な説明の記載を参酌した上で、特許
請求の範囲の各請求項によって示され、そこに記載された文言と均等の意味及び範囲内で
のすべての変更を含む。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】発話音声波形の一例とスペクトル変化率の一例とを示すグラフである。
【図２】混合比算出のためのスペクトル変化率の一例を示すグラフである。
【図３】スペクトル変化率５０、そのガウス関数割当てによる正規分布５２、及び混合比
算出のために積分処理されたガウス関数の一例を示すグラフである。
【図４】声道断面積関数の例を示す図である。
【図５】声道断面積関数の例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る音声合成システム７０のブロック図である。
【図７】補間用データ生成装置８６のブロック図である。
【図８】スペクトル変化率生成部６０のブロック図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係る補間用データ生成部６４のブロック図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態に係る音声合成装置９２のブロック図である。
【図１１】補間パラメータを算出する処理の詳細なフローチャートである。
【図１２】音声合成装置９２を実現するコンピュータプログラムのフローチャートである
。
【図１３】ステップ１６０の補間パラメータを抽出する処理の詳細なフローチャートであ
る。
【図１４】コンピュータシステムの外観の一例を示す図である。
【図１５】図１４に示すコンピュータシステムのブロック図である。
【図１６】本発明の第２の実施の形態に係る補間用データ生成部１９０のブロック図であ
る。
【図１７】本発明の第２の実施の形態に係る音声合成装置２１０のブロック図である。
【図１８】本発明の第３の実施の形態に係る補間用データ生成部２３０のブロック図であ
る。
【図１９】本発明の第３の実施の形態に係る音声合成装置２５０のブロック図である。
【符号の説明】
【０１１６】
６０　スペクトル変化率生成部
６４　補間用データ生成部
１００　フレーム化部
１０８　スペクトル変化率算出部
１１０　極小値検出部
１１２　極大値検出部
１１６　フレームシーケンス作成部
１１８　ガウス関数割当部
１２０　ガウス関数割当部
１２２　積分・正規化部
１２４　混合比算出部
１２６　声道断面積関数算出部
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